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平成 23 年 6 月 29 日 

各      位 

会 社 名  株式会社リーガルコーポレーション 
代表者名  代表取締役社長 岩 崎 幸 次 郎 

（コード番号 7938） 
問合せ先 常務取締役管理本部長 亀田元之    

(TEL 047－304－7084) 

支配株主等に関する事項について 
 
 当社のその他の関係会社である株式会社ニッピについて、支配株主等に関する事項は、下記の

とおりになりますので、お知らせいたします。 
 

記 
 
１．親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 
                                    （平成 23 年 3 月 31 日現在） 

議決権所有割合（％） 
名称 

 

属性 

 
直接所有分 合算対象分 計 

発行する株券が上場されている金

融証券取引所等 

株式会社ニッピ 
その他の関係

会社 
23.0 1.2 24.2 

株式会社大阪証券取引所(JASDAQ

スタンダード) 
 

２．親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 
  当社は、株式会社ニッピグループと類似した皮革関連事業を営んでいますが、当社が靴製品、株式会社ニッ

ピグループは皮革関連製品という点で明確な事業の棲み分けがなされており、株式会社ニッピから当社の自由

な事業活動を阻害される状況にはないと考えております。また、当社と株式会社ニッピとは、相互に兼任取締

役が就任しておりますが、兼任取締役の数は半数に至る状況にはなく、それぞれ独自の経営判断が行える状況

にあると考えております。 

（役員の兼務状況）                          （平成 23 年 3 月 31 日現在） 

役職 氏名 
親会社等又はそのグループ企業で

の役職 
就任理由 

非常勤取締役 伊藤 隆男 
株式会社ニッピ 

代表取締役 

経営者としての豊かな経験・見識と靴業界に

おける専門知識を有している。 

監 査 役 伊藤敬四郎 
株式会社ニッピ 

非常勤監査役 

経営者としての豊かな経験・見識と靴業界に

おける専門知識を有している。 

非常勤監査役 大倉 喜彦 
株式会社ニッピ 

非常勤監査役 

経営者としての豊かな経験と幅広い見識を

有している。 

非常勤監査役 石井 英文 
株式会社ニッピ 

常務取締役 

経営者としての豊かな経験と幅広い見識を

有している。 

 （注）1. 当社の取締役 8 名、監査役 4 名のうち、親会社等との兼任役員は当該 4 名のみであります。 

    2. 上記のほか、平成 23 年 6 月 24 日開催の株式会社ニッピ定時株主総会において、当社代表取締役社長岩崎幸次郎

が非常勤取締役に選任され、就任いたしました。 

    3. 平成 23 年 6 月 28 日開催の当社定時株主総会終結の時をもって、監査役伊藤敬四郎は退任いたしました。  

    4. 大倉喜彦氏は、当社の独立役員として届け出ております。 



 2

 
 
 
 
 
 
３．支配株主等との取引に関する事項 
    

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容

又は職業 

議決権等

の所有 

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係 
取引の内容

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

買掛金 108

商品の仕入 902 

支払手形 302

土地の賃借 93  

敷金及び 

保証金 
1,575

保証金金利 31 

預り金 2

材料の売上 46 

投資その他

の資産 

その他 

70

受取配当金 19 － － 

主要 

株主 
株式会社ニッピ 

東京都 

足立区 
3,500 皮革の製造

(所有) 

直接 23.5

  
(被所有)

直接 23.0

間接 1.2

商品の仕入

役員の兼任

長期前渡金

金利 
1 － － 

 
(注) １ 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 商品の仕入については、株式会社ニッピより提示された価格により、市場の実勢価格を参考にしてその都度交

渉の上決定しております。 

(2) 材料の売上については、当社の提示した価格を株式会社ニッピが、市場の実勢価格と比較してその都度交渉の

上決定しております。 

３ 土地の賃借については、近隣の相場をもとに交渉の上決定しております。 

４ 敷金及び保証金については、売却した本社土地の明け渡しを担保する目的で差し入れた保証金であります。 

５ 保証金金利及び長期前渡金金利については、市場金利を勘案して決定しております。 

以上 


